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　町では、新型コロナウイルスを想定した「新しい生活様式」の実践の促進および町内の消費喚
起のため、PayPay（ペイペイ）で決済した方に最大20%のPayPayボーナスを付与するキャンペー
ンを実施します。

●期間／３月１日㈫～31日㈭
●内容／期間中、対象店舗での支払いをPayPayで行うと、支払い額の最大20％相当PayPayボーナスが後日

付与されます。
●付与上限／お買物１回あたり10,000円相当（50,000円のお買物で10,000円相当付与。期間中の付与上限　

10,000円相当）
●対象店舗／町内中小企業等のPayPay加盟店
※３月１日以降、店頭のポスター等やPayPayアプリのマップ、町ホームページで確認できます。

PayPay登録や使い方の個別説明会
アプリのダウンロード、アカウント登録の仕方からチャージ、支払いにいたるまで丁寧にご説明い

たします。ご自身のスマートフォン、タブレット端末をお持ちのうえご来場ください。
●場所／役場第１会議室
●日時／２月24日㈭、25日㈮　午前９時～午後３時
　※申込・予約は不要です。ご都合がよい時間に来場ください。
新型コロナ感染防止対策について

事業者と利用者の皆さまへは、不織布マスクの着用、消毒、ゼロ密、換気の励行といった基本的な
新型コロナ感染防止対策へのご協力をお願いします。

●問／〇PayPayアプリに関すること
　　　　PayPayカスタマーサポート窓口
　　　　☎0120-990-634（24時間365日受付）

〇その他の問い合わせ
　産業課産業創造係
　☎72－4522

お買物は遊佐町で�お買物は遊佐町で�
PayPayの利用で最大20%戻ってくるキャンペーン第２弾！PayPayの利用で最大20%戻ってくるキャンペーン第２弾！

PayPay
とは？

スマートフォンアプリを使って、店舗等へ代金支払いができるサービスです。スマート
フォンでPayPayのアプリをダウンロードし、「アカウントの登録」と「チャージ（入金）」
が完了すると使用できます。

●業務内容／集落の巡回、点検および課題整理、空
き家案内、移住希望者と集落との話し
合いの調整、移住後の生活相談および
支援、空き家調査など

●勤務時間／週24時間程度
●活動形態／町から委嘱を受けて活動（雇用契約は

ありません。）
●活動開始／令和４年４月１日～令和５年３月31日

（再任可）

●活動謝礼／月額120,000円
●福利厚生／ボランティア保険に加入（雇用保険・

社会保険の加入はありません。）
●審査方法／書面審査及び面接
●募集期間／２月15日㈫～３月１日㈫
※業務内容や応募要件、応募方法など詳しくは、町

ホームページをご確認ください。
●問・⃞申／企画課定住促進係　☎28-8257

集落支援員を1名募集します集落支援員を1名募集します
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町民駅利用促進／JRの切符・定期券は遊佐駅で購入しましょう。 ●問／産業課産業創造係　☎72－4522
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●支給対象者／下記の対象児童の保護者のうち、児
童手当の支給額が月額５千円（特例給付）の方、
及び所得が特例給付者相当の方
【対象児童】

①令和３年９月分の児童手当支給対象となる児童
②令和３年９月30日時点で高校生等（平成15年４

月２日～平成18年４月１日生まれ）の児童
③令和４年３月31日までに生まれた児童手当の支

給対象児童
●給付金の金額／対象児童１人につき、10万円
●支給方法・支給時期／

⑴　申請が不要な方／児童手当の指定口座へ２月
10日振込済みです。

●計画名（募集期間）／
【２月16日㈬～３月９日㈬】
①遊佐町一般廃棄物処理基本計画

【２月15日㈫～３月７日㈪】
②遊佐町地域福祉計画（第４期）（案）
③第２期遊佐町障がい者計画（後期）（案）

●提出対象者／・町内に居住する方または、町内に
事務所または事業所を有する個人、法人、その他
の団体

●資料の閲覧先／役場、生涯学習センター、各地区
まちづくりセンター、町ホームページ

●意見の提出方法／
・所定の様式により提出ください。資料の閲覧先

で配布しています。

　⑵　申請が必要な方／
①高校生等の児童のみを養育する保護者
②公務員の方
③３月までに出生した児童の保護者
〈①の方〉１月下旬に申請書を発送しています。

記入のうえご提出ください。
〈②の方〉ご相談ください。
〈③の方〉出生届の提出に併せて申請してくだ

さい。
※保護者または児童が町外に住民票がある場合など、

案内通知が届いていない方はご連絡ください。
●問／健康福祉課子育て支援係　☎72-5897

・持参、郵送、FAX、電子メールのいずれかの
方法で提出してください。

・必ず住所、氏名、または名称、連絡先（電話番
号等）を明記してください。

●提出された意見の取扱い／提出していただいたご
意見は、計画策定にあたっての参考とさせていた
だきますが、質問等に対する回答は行いません。
また、ご意見の概要等は住所、氏名などの個人情
報を除き、公表することがあります。あらかじめ
ご了承ください。

●問・提出先／①地域生活課環境係　☎72-5881
　FAX 72-3318　Mail：kankyo@town.yuza.lg.jp
　②③健康福祉課福祉係　☎72-5884
　FAX 72-3317　Mail：fukusi@town.yuza.lg.jp

子育て世帯への臨時特別給付金のご案内【特例給付者等対象】子育て世帯への臨時特別給付金のご案内【特例給付者等対象】

ご 意 見 を 募 集 し ま す

●期間／２月８日㈫～４月３日㈰
●入館料／大人400円、大学・高校生300円、小中学

生200円
●問／旧青山本邸　☎75-3145、
　　　教育委員会文化係　☎72-5892

旧青山本邸ひなまつり【庄内雛街道】

●送付物／12月に75歳になられた方
　　　　　……後期高齢者医療保険料の納入通知書

１月に65歳になられた方
……介護保険料の納入通知書

●納付日／２月28日㈪
●口座振替について／
　上記保険料の振替を希望される場合は、新たに手
続きが必要となります。振替を希望する金融機関に
て口座振替のお手続きをお願いします。
●問／金額について……町民課課税係　☎72-5876
　　　納付について……町民課納税係　☎72-5411

75歳、65歳になられた皆様へ

県では、新型コロナの影響により引き続き厳しい
経営環境にある夜間営業の飲食店等が事業継続でき
るよう、令和３年10・11・12月のいずれかの売上が、
前年同月又は前々年同月と比較して30％以上減少し
た一部事業者を対象に県独自の給付金を給付します。
●詳細／県ホームページをご覧ください。
●申込受付期限／２月28日㈪消印有効
●問／山形県飲食業等緊急支援給付金コールセン

ター　☎0570-783-075

山形県飲食業等緊急支援給付金

●物件／宅地、建物など
●物件明細書閲覧期間／４月14日㈭まで
●閲覧場所／山形地方裁判所鶴岡支部１階閲覧室

インターネットでも物件情報をご覧に
なれます。http://bit.sikkou.jp/

●入札期間／４月15日㈮～22日㈮　午後５時まで
●入札場所／山形地方裁判所鶴岡支部１階執行官室
●問／山形地方裁判所鶴岡支部１階書記官室執行係
　　　☎0235-23-6676

不動産競売

75歳以上のマイナンバーカード未取得者に対し、
順次申請書が送付されます。町民係では顔写真の撮
影から申請まで代理で行うことも出来ますので、お
気軽にお問い合わせください。
●問／町民課町民係　72-5885

75歳以上の方へ申請書が送付されます

2月28日㈪は町税等納期
●対象／国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者

医療保険料　８期（減免可）
●納期／２月28日㈪
●問／（減免：国保・介護）町民課課税係
　　　☎72-5876
　　　（減免：後期）健康福祉課国民健康保険係
　　　☎72-5875
　　　（納付について）町民課納税係　☎72-5411
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休日窓口／平日に電話申込みで土・日・祝日（8：30～17：00）に住民票など受取可能です。●問／町民課町民係 ☎72－5885

お し ら せ 号
3

臂曲地区岩石採取に関する行政処分取消等請求事件臂曲地区岩石採取に関する行政処分取消等請求事件
上告棄却等による控訴審判決の確定について上告棄却等による控訴審判決の確定について

町の行政処分に対する訴訟事件の判決言渡しが、
１月25日に最高裁判所で行われ、業者の上告および
町の附帯上告を棄却する判決が下されました。また
同月18日付けで同業者が提起した上告受理申立てを
棄却する決定があり、これらを受けて、町の行政処
分に関する一連の裁判が控訴審判決で決着すること
となりました。
〇最高裁判所判決
　①業者の上告、町の附帯上告を棄却する。
　②上告費用、附帯上告費用は各負担とする。
〇上告受理申立てに対する最高裁判所の決定
　①上告審として受理しない。
　②申立費用は業者の負担とする。

〇控訴審判決
①業者の請求（行政処分の取り消し、訴訟費

用の町負担）を棄却する。
②町は業者に479万4398円および支払日まで

の遅延損害金を支払う。
③業者の予備的請求を棄却する。
④１審、２審含めた訴訟費用の負担は町が１

割、業者が９割とする。
詳細は、３月１日号の特集にてお知らせします。

●問／企画課企画係　☎72-4523

農産物直売所ひまわりの会では、新規会員を募
集します。農業でがんばっている方、販売意欲が
あり、出荷体制の確立している方お待ちしており
ます。
●募集人員／若干名
●応募方法／直売所に申請書あり（書類提出は直

売所レジまで）
●募集締め切り／３月10日㈭
●選考方法／書類選考必要に応じて面接
●問／ひまわりの会　直売所レジ　☎71-7223
　　　会長　高橋　☎72-5600

道の駅鳥海 ふらっと
農産物直売所 ひまわりの会

会員募集

令和４年度 酒田地区広域行政組合会計年度任用職員■雇用の広場

遊佐町総合交流促進施設株式会社
募集職種

（雇用形態） 正職員

就業場所 鳥海自然文化館　遊楽里
業務内容 配膳：お客様への料理提供・片付け等

給与等

待遇／月額146,400円～155,200円（通勤手当、時
間外手当除く） ※入社後３ヵ月は試用期間。
退職金制度あり、賞与実績　年２回（２か月）、
昇給あり、通勤手当あり、制服貸与、人事異動
あり
加入保険／雇用・労災・健康・厚生
休日／年間105日

就業時間

変形労働時間制（１年単位）、休憩時間１時間
午前６時～午後３時
午前10時～午後７時
午前11時～午後８時
12時～午後９時
その他、状況に応じてシフト制になります。

締切 ３月10日㈭
問 総務部　石垣、佐藤（理）　☎71-7022

デイサービスセンターキャット遊佐
募集職種 デイサービス介護職員

給与等 時給850～円
制服貸出、雇用保険、労災保険加入

資格要件 不問（介護福祉士／初任者研修など資格あれば
尚可）

就業時間 午前８時30分～午後４時30分
土日休み、勤務日数、時間について相談可

選考方法 書類審査、面接
締切 ３月10日㈭
問 有限会社キャットハンドサービス　☎35-1780

医療法人社団順仁堂　順仁堂遊佐病院
職種・

募集人員 看護助手

業務内容 外来看護業務の助手及び事務作業等

給与等 時給：850円～
健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労働保険

勤務条件 月～金曜日（祝日除く）
午前８時15分～12時15分

申込み方法 履歴書（写真貼付）、各免許証（既卒）を郵送
又はご持参ください。

選考方法 書類審査、面接
問 担当　佐藤雅之　☎72-2522

●職種／事務員
●雇用期間／１年度以内。ただし選考による再度

の任用あり。
●勤務時間／月曜～金曜日の午前９時～午後４時
●勤務地／消防本部（酒田市大町字上割43番地の

１）、事務局管理課（広栄町ごみ処理
施設）

●選考／登録者の中から選考
●申し込み／市販の履歴書（写真添付）を希望す

る勤務地へ持参
◆その他詳しくは、当組合ホームページをご確認

いただくかお問い合わせください。
●問／酒田地区広域行政組合消防本部総務警防課

総務係　☎31-7119
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●内容／大小にこだわらない雪だるまづくり
●日時／２月20日㈰　午前10時～午後１時
●場所／さんゆう
●参加費／無料
●その他／小道具は持参してください。
●申込期限／２月19日㈯
●問・⃞申／さんゆう　☎72-4500
　　　　　担当：丸藤　☎080-6018-1211

第1回 さんゆう杯 雪だるまコンテスト

●日時／２月25日㈮　午後３時～７時
●場所／東北労働金庫酒田支店
●対象／酒田、飽海地域に居住またはお勤めの方
●定員／事前予約制（先着８名）
●対応弁護士／東海林正樹　氏
●申込締切／２月24日㈭
※定員になり次第、受付終了。
●問・⃞申／東北労働金庫酒田支店　☎22－0321

勤労者無料法律相談

がんばった人にマル
　第１回全日本少年少女空手道選抜大会出場
　　村上　心優（遊佐小４年）

令和３年度東北ブロックスポ少ミニバスケットボー
ル大会出場

　　YUZAgirlsミニバスケットボールスポーツ少年団

●道の駅鳥海ふらっと業務用自動炊飯機
期間　令和4／1／12～令和4／2／18
契約金額　1,307,900円
契約者　タニコー株式会社　酒田営業所
［その他の入札参加者］せんじん商事株式会社、パナデン 

産
業
課

入札結果1月分

＊契約金額には、消費税が含まれています。
＊辞退等された業者については、記載しておりません。

遊佐町沖での導入の検討が進められている「洋上風力発電事業」について、再エネ海域利用法に基づき、国、
県、町、地元漁業関係者等が構成員となり、促進区域として妥当かの合意形成や具体的な議論を行う「法定
協議会」が設置され、第１回目の会議が１月24日㈪に開催されました。

第１回目の会議では、国から洋上風力発電と再エネ海域利用法等の概要の説明があった後、参加委員によ
る意見交換が行われました。

当日の会議の様子は、公開されており、下記YouTube でいつでもご覧いただけます。
 ＜YouTube＞
チャンネル名：再エネ海域利用法協議会事務局
動画タイトル：2022/1/24 山形県遊佐町沖における協議会
ＵＲＬ：https://www.youtube.com/watch?v=1_Il_Ma9Kms
なお、今後の想定される事業スケジュールは次のとおりです。

●問／山形県エネルギー政策推進課　☎023－630－3049
　　　地域生活課環境係　☎72－5881

遊佐町沖洋上風力発電事業における法定協議会が開催遊佐町沖洋上風力発電事業における法定協議会が開催

想定期間 事業化までの流れ

２年程
・法定協議会の開催（現時点）
・経産、国交両大臣による促進区域の指定、公募占用指針の策定
・経産、国交両大臣による事業者の公募、決定

３～４年程
・事業者による環境影響評価の実施（令和２年７月から一部前倒しで実施している事業者があ

ります。）
・事業者による事業計画の詳細について地元と調整

３～４年程 ・事業者による工事に向けた詳細設計（実施設計） について地元と調整
・事業者による建設工事について地元と調整

運転開始（８～ 10年後）

１月15日号の「ＪＲＥ酒田風力発電所更新計画に
係る環境影響評価準備書の縦覧及び説明会」につい
て、以下の通り変更になりました。
●日時／２月26日㈯　午後６時～８時
●場所／生涯学習センター
※再延期の場合は２月25日㈮に町ホームページでお

知らせします。
●意見書締め切り／縦覧場所に備え付けの意見箱に

投函の場合は、２月28日㈪まで。ＪＲＥ宛てに郵
送の場合は３月14日㈪まで（当日消印有効）

●問／ジャパン・リニューアブル・エナジー㈱事業
開発本部　☎03－6455－4900

説明会の日程が変更になりました

●日時／２月26日㈯　午後１時30分～４時
●場所／生涯学習センター大会議室
●参加費／資料代300円
●定員／先着50名
●申込期限／２月22日㈫
●その他／お子様連れ可。新型コロナウイルス感染

症対策のため会場閉鎖となった場合は、
延期となります。

●問／遊佐沖洋上風力発電を考える会準備会
　　　FAX 21-3634　mail：yuzanoumi@gmail.com

学習会「みんなで考えよう 洋上風力発電」


